
 

 

 

 

 
 

７月７日の登校時間帯に、国土交通省東北地方整備局郡山国道事務所、県中建設事務所、市建設構想部道
路計画課、市建設構想部道路保全課、郡山警察署、市セーフコミュニティ課、郡山市教育委員会の皆様に参
加いただくとともに、本校ＰＴＡ会長 渡辺様、小原田中学校長 関根様、小原田中学校ＰＴＡ会長 橋本様、
郡山市議会議員 池田様、自治連合会会長 滝田様、郡山地区交通安全協会副会長 菅野様など多くの方々に
ご参加いただき、通学路合同点検を実施しました。 
今回は、山根町地内（香久池郵便局前交差点）、図景二丁目地内（アンダーパス手前交差点）、小原田四丁

目地内（南門前横断歩道）の合同点検を行いました。１時間かけて丁寧に危険性を確認し、小原田小の子ど
もたちが安全に登下校できるように、様々な意見を出していただき、検討しました。 
今回の合同点検での話し合いを活かして、今後も子どもたちの安全確保のために取り組んでまいります。 

   

   

 
夏になると増加するのが、不審者被害です。 
不審者に会った時の約束「いかのお

すし」の合言葉は、子どもたちに定着
してきました。また、不審者を見分け
るための合い言葉「はちみつじまん」
という合言葉があることを、郡山警察
署スクールサポーター高橋真康様に
教えていただきました。「いかのおす
し」のように、「はちみつじまん」も子
どもたちに定着するように、様々な場
面で取り上げていきます。 
これからも、子どもたちの安全・安心のために、交通事故防止・不審者被害事故防止・水の事故防止・火

遊び防止について、繰り返し指導していきますので、保護者の皆様のご理解とご協力をお願いいたします。  

 
 

近隣の公園で、子どもたちがゴミを散らかしている、周りに人がいても走り回っていて危険だというご連絡を
いただくことが数多くあります。学校の内外を問わず、子どもたちにルールとマナーの大切さを意識させたいと
いう思いを強くして、様々な場面で、ルールとマナーについて触れる機会を設けています。これからも、次の点
を大切にして話していきます。 

〇 ルールとは、誰かをしばるものではなく、みんなが安心して気持ちよく過ごすための約束。 
〇 マナー（思いやりの心）とは、みんなで温かく支え合って生きていくための大切な力。 

保護者の皆様へお願い  
〇 お子さんの防犯ブザーが正しく動作するか、電池がきれていないかご確認ください。また、遊びに
行く時も防犯ブザーを持っていくように声をかけてください。  

〇 子どもたちが、知らない人に声をかけられた、追いかけられた、写真を撮られたなどがあった場合
は、速やかに警察（１１０番）へ通報してください。その後、学校にも連絡ください。 

〇 不審者対策のため、子どもたちの登校後は昇降口を施錠しています。遅れて登校した時は、職員玄
関から入るようにお子さんに話してください。また、学校に御用のある際は、お手数でも職員玄関か
ら入り、事務室の職員にお声掛けください。  

令和７年度 No.１８ 

令和７年７月１５日 

郡山市立小原田小学校 
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不審者を見分けるための合い言葉 はちみつじまん  

は：しつこくはなしかけてくる人 
ち：ぐんぐんちかづいてくる人 
み：じっとみつめてくる人 
つ：後をいつまでもついてくる人 
じま：じっとまっている人 
ん：こんな人に会ったら「んっ？」注意 


